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所得割 資産割 均等割 平等割 課税限度額

税額算定基礎
前年中の総所
得から 33 万
円を控除した
額に対して

平成 20 年度
の土地・家屋
に係る税額に
対して

加 入 者 1
人に対して

1世帯に対
して

基礎課税分
（医療分）

平成 19年度 6.7％ 18％ 25,000 22,000 530,000
平成 20年度 6.7％ 18％ 25,000 22,000 470,000

後期高齢者
支援金分

平成 20年度
から 1.08％ 4.2％ 5,800 4,500 120,000

介護分（40
歳～64歳）

平成 19年度 1.5％ 3％ 7,500 4,500 90,000
平成 20年度 1.5％ 3％ 7,500 4,500 90,000
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水
の
事
故
防
止
に
つ
い
て

　

水
に
親
し
む
シ

ー
ズ
ン
と
な
り
ま

す
。
海
や
川
な
ど

で
子
ど
も
た
ち
の

水
遊
び
が
盛
ん
に

な
る
と
同
時
に
、

水
の
事
故
が
急
増
し
ま
す
。

　

子
ど
も
の
水
の
事
故
を
防
止
す

る
た
め
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し

ょ
う
。

屋
外
で
の
事
故
を
防
ぐ
た
め

・
危
険
な
場
所
を
点
検
す
る
。

・
海
や
川
な
ど
で
、
子
ど
も
だ
け

で
水
遊
び
を
し
て
い
る
場
合
は
危

険
で
す
の
で
、
声
を
か
け
て
止
め

さ
せ
る
。

・
泥
沼
や
草
の
生
い
茂
っ
て
い
る

と
こ
ろ
に
は
近
寄
ら
せ
な
い
。

・
丸
太
や
漂
流
物
の
上
で
は
遊
ば

せ
な
い
。

・
幼
児
に
水
遊
び
を
さ
せ
る
と
き

は
、
保
護
者
は
同
伴
し
て
い
て
も

油
断
せ
ず
、
幼
児
か
ら
目
を
離
さ

な
い
。

日
常
生
活
で
の
事
故
を
防
ぐ
た
め

　

好
奇
心
旺
盛
な
子
ど
も
の
事
故

は
、
周
囲
の
大
人
が
気
を
配
っ
て

予
防
す
る
以
外
に
方
法
は
あ
り
ま

せ
ん
。
家
の
中
を
点
検
し
、
子
ど

も
に
危
険
な
場
所
を
教
え
る
こ
と

も
大
切
で
す
。

▼
気
を
つ
け
る
と
こ
ろ

・
水
の
入
っ
た
浴
槽
や
バ
ケ
ツ

・
水
の
入
っ
た
洗
濯
機

・
ト
イ
レ

・
遊
ん
だ
後
の
ビ
ニ
ー
ル
プ
ー
ル

　

本
格
的
な
水
の
シ
ー
ズ
ン
を
迎

え
る
前
に
、
家
庭
や
学
校
な
ど
で

水
の
怖
さ
に
つ
い
て
話
し
合
い
、

危
険
な
場
所
で
の
水
泳
や
水
遊
び

な
ど
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
再

確
認
し
ま
し
ょ
う
。
子
ど
も
を
水

の
事
故
か
ら
守
る
た
め
に
は
、
地

域
ぐ
る
み
で
安
全
対
策
を
進
め
て

い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

※
水
に
よ
る
事
故
は
な
い
こ
と
が

何
よ
り
で
す
が
、
万
が
一
発
生
し

た
場
合
の
対
処
や
応
急
手
当
の
講

習
会
は
次
の
と
こ
ろ
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

消
防
本
部
消
防
救
急
課

☎
24
・
９
１
１
６

（単位：円）

【問い合わせ】　本庁健康保険課　☎ 22－9659

　地方税法等の一部を改正する法律が施行され、基礎課税額と後期高齢者
支援金分の課税限度額などが設定されたことに伴い、伊賀市国民健康保険
税条例の改正を行い、下表のとおり平成 20 年度から国民健康保険税の算
定基礎を変更します。

国民健康保険税の 算定基礎  が変わります国民健康保険税の 算定基礎  が変わります

本
庁
健
康
推
進
課

成
人
歯
科
健
康
診
査

　

い
つ
ま
で
も
自
分
の
歯
で
し
っ

か
り
噛
む
た
め
に
、
年
に
１
回

「
歯
の
定
期
健
康

診
査
」
を
し
ま
し

ょ
う
。

【
期　

間
】

　

７
月
１
日
㈫
〜
11
月
29
日
㈯　

※
歯
科
医
院
の
休
診
日
は
除
く

【
と
こ
ろ
】

　

市
内
の
伊
賀
歯
科
医
師
会
所
属

の
歯
科
医
院

【
対
象
者
】　

20
歳
以
上
の
方
（
平

成
元
年
３
月
31
日
以
前
に
生
ま
れ

た
方
）

【
料　

金
】　

５
０
０
円

※
各
歯
科
医
院
窓
口
で
お
支
払
い

く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
昭
和
14
年
３
月
31
日

以
前
に
生
ま
れ
た
方
、
65
歳
以
上

の
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

を
お
持
ち
の
方
、
生
活
保
護
世
帯

の
方
は
無
料
で
す
。

※
健
康
診
査
の
結
果
、
治
療
が
必

要
と
な
っ
た
場
合
の
自
己
負
担
金

は
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

【
受
診
に
あ
た
っ
て
】

・
受
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事

前
に
直
接
歯
科
医
院
に
ご
予
約
く

だ
さ
い
。

・
診
査
票
は
、
各
歯
科
医
院
に
あ

り
ま
す
の
で
、
受
付
で
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

・
受
診
の
際
、
健
康
手
帳
を
お
持

ち
の
方
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
健
康
手
帳
を
お
持
ち
で
な
い
方

は
、
本
庁
健
康
推
進
課
・
各
支
所

住
民
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）
で
発

行
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

本
庁
健
康
推
進
課

☎
22
・
９
６
５
３

　

各
支
所
住
民
課（
保
健
セ
ン
タ
ー
）

本
庁
商
工
観
光
課

退
職
金
は
国
の
制
度
で

　

中
小
企
業
退
職
金
共
済
（
中
退

共
）
制
度
は
、
中
小
企
業
で
働
く

従
業
員
の
た
め
の
外
部
積
立
型
の

国
の
退
職
金
制
度
で
す
。
掛
金
助

成
や
税
法
上
の
優
遇
な
ど
、
有
利

な
特
典
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　

安
全
・
確
実
な
中
退
共
制
度
を

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

 

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金

共
済
機
構　

中
小
企
業
退
職
金
共

済
事
業
本
部

☎
03
・
３
４
３
６
・
０
１
５
１
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